
授業料免除（経過措置）
申請説明会

三重大学
学務部学生支援チーム
免除担当
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➢申請手続き・審査は，前期後期分けて行います。

➢前期・後期で申請結果が変わることがあります。

➢書類不備，記入漏れ，事実との相違がある場合は，
選考の対象から除外することがあります。

➢記載内容及び提出書類に虚偽の事実が判明した場合
は，免除決定後であっても免除許可を取り消します。

授業料免除の申請について

➢必要書類を所定の期日までに提出してください。
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【前期】

◆一次申請（ユニパ申請）期間

令和3年4月2日（金）～4月12日（月）

◆二次申請（書類提出）期間 郵送または持参

「郵送」令和3年6月1日（火）～6月22日（火）消印有効

「持参」令和3年6月16日（水）～6月22日（火）

平日のみ 9：00 ～ 17：00

◆申請場所

総合研究棟Ⅱ 学生支援チーム①番窓口

授業料免除申請期間・場所



新制度免除額 ＜ 旧制度の免除額

⇒ 免除額を旧制度相当額まで引き上げる
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免除金額について

例）旧制度の基準では「全額免除」だが，新制度の基準
では「2/3免除」となる場合

新制度により
2/3免除

178,600円

経過措置により
差額分1/3を免除

89,300円

合わせて
全額免除

267,900円



➢申請可能期間

修業年限＋１年まで

例）４年制学部生 ⇒ ５年目まで申請可能
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➢学業成績

１．総修得単位数が一定数以上

２．ＧＰＡ値 2.0以上

詳しくはしおり参照

授業料免除の申請資格について
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一次申請方法
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一次申請方法
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一次申請方法
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日本語版と英語版，どちらかをクリック

一次申請方法
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すべての質問に
回答

一次申請方法
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・日本語版と英語版どちらか一方が
「回答済」となっていればＯＫ

・両方回答しないこと

一次申請方法
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➢「持参」6月16日～6月22日 9:00～17:00平日のみ

➢提出場所は総合研究棟Ⅱ学生支援チーム①番窓口

➢特別な事情で受付期間に提出が困難な場合は，
免除担当へ事前に相談してください

➢期限厳守

二次申請について

➢書類は二次申請期間に郵送または持参で提出

➢「郵送」6月1日～6月22日消印有効



前期申請時に後期分も含めての申請が可能
⇒一次申請時に「前後期一括」を選択
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➢後期分は申請手続き不要
申請結果を受け取るのみ

※ 家庭事情に変更のある場合を除きます

➢ただし，申請結果は前期・後期別々に通知します

➢ユニパでの申請を前期・後期別々にした場合は，

申請書類も前後期２回提出が必要です

前後期一括申請について
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➢学生証を持って，免除窓口に申し出てください。

➢電話での辞退申し出は受け付けません。

➢学生メールでの申し出は受付可とします。

➢ ユニパで一次申請したが，申請を取り下げたい…

➢ 二次申請で書類を提出したが，申請を取り下げたい…

申請辞退について



059-231-9678
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免除担当電話番号

①電話番号の登録
②学籍番号メールの転送設定
をお願いします



➢結果は申請者本人に郵送します
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➢結果通知用封筒は申請書類と共に提出してください

➢選考結果が決定するまでに納入された授業料は返還
されません

➢半額免除又は不許可となった場合は，速やかに授業
料を納入してください

決定通知及び授業料納付について
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「前後期一括」「前期のみ」
どちらかに「○」

「独立生計者」は「○」

署名は自署

様式１号(Form1)
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切り離さない

申請事由は具体的に

様式２号(Form2)
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「世帯主」「妻」「子」などが
記載されているもの

「世帯全員」が
記載されているもの

住民票
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令和２年分 市民税

県民税

特に注意する点
① 令和２年分の所得が記載されていること
② 住民税課税の有無が記載されていること
③ 高校生以上の全員分を提出

所得（課税）証明書
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自身の情報を記入

兄弟姉妹が
在籍校にて証明をとる

国立学校２年次以上

様式３号 (Form6)



• 水道料の領収書写し 本人世帯と

• 電気料の領収書写し 祖父母世帯両方の

• ガス料の領収書写し 領収書すべて提出
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例1：同じ住所で別の建物に住んでいる祖父母

例2：住民票上は同じ住所だが，別居，就職し
ている兄弟

⇒別生計であることの証明が必要

本人と就学者以外で別居独立生計者

• 水道・電気・ガス料の領収書写し

• 賃貸借契約書の写し いずれか提出

兄弟の現住所が証明できるもの



• 下宿先の契約書写し

• 水道料の領収書写し

• 電気料の領収書写し

• ガス料の領収書写し

• 住所，宛名が分かる郵便物写し
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⇒下宿の住所が記載されている書類が必要
例えば…

いずれか
１つ提出

※ 寮生，留学生は提出不要

※ 下宿生でも住民票を下宿先に移している
場合は提出不要（住民票は提出必要）

自宅外通学者（= 下宿しているが，住民票は実家）
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Form3-1

留学生のみ

受給型奨学金
について記入

アルバイトなど
について記入

※ 奨学金，アルバイ
トの有無に関わらず
提出
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Form３-２

留学生のみ

１か月の
収入・支出状況
について記入
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Form３-３

留学生のみ

※ アルバイト金額の
証明書

※ 様式３号-４と
どちらか一方を提出

※ 資格外活動許可書の
コピーも提出
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Form３-４

留学生のみ

※ アルバイト金額の
証明書

※ 様式３号-３と
どちらか一方を提出

※ 資格外活動許可書の
コピーも提出
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Form4

留学生のみ

※ 経済援助に関する
証明書

※ 親からの仕送りは
含まない
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※ 前後期一括申請者のうち，
前期申請後，家庭事情に
変更があった者

※ 家庭事情に変更なければ
提出不要

様式５号（日本人学生）

Form７（留学生）
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※ 提出書類は番号順に
並べること

※ チェック表は一番上

提出書類チェック表

申請者確認欄に
チェック印



１．期限厳守

２．免除担当電話番号を登録
059-231-9678

３，学生番号メール転送設定

４．所得証明書は2020年（令和2年）所得，

及び住民税課税の有無が記載されたもの

５．申請辞退する場合は，学生証を持って免除窓口へ
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注意事項


